
「電気通信事業分野における競争状況の評価２００８（案）」からの修正箇所 
 

概要 

頁 案 修正後 

８ 

ただし、固定電話における市場支配力を梃子とした隣接市場（特

にＦＴＴＨを中心としたブロードバンド市場）への影響等の懸念が

あり、… 

ただし、０ＡＢＪ－ＩＰ電話が大きく伸長しているなか、固定電話

における市場支配力を梃子とした隣接市場（特にＦＴＴＨを中心とし

たブロードバンド市場）への影響等の懸念があり、… 

 

Ⅰ 固定電話領域 

頁 案 修正後 

38 …地理的市場個別に見ても同様で、０８年３月末時点で… …地理的市場個別に見ても同様で、０９年３月末時点で… 

38 …０８年３月末時点で、メタルと光ファイバ等を合わせ… …０９年３月末時点で、メタルと光ファイバ等を合わせ… 

39 

 （脚注 21 を挿入） 

ＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営業面等で競争事業者に対し

て優位となる可能性について、「競争セーフガード制度に基づく検証

結果（２００８年度）の公表」（０９年２月２５日報道発表）におい

ては、加入電話移転・転居の手続の際のフレッツ光サービス営業の指

摘や顧客情報のフレッツ光サービス営業への利用のおそれ（意見４８

～５０）について「１１６番への加入電話又はＩＮＳ６４の移転申込

み行う加入者に対し、当該加入者からの問い合わせが無いにもかかわ

らず、活用業務であるフレッツ光サービスの営業活動を行うことは累

次の活用業務の実施に当たり、ＮＴＴ東西が電気通信事業の公正な競

争を確保するために講じることとした具体的措置の「営業面のファイ

アーウォール」等に抵触する。 

このため、１１６番への加入電話又はＩＮＳ６４の移転申込みを行

う加入者に対し、当該加入者からの問い合わせが無いにもかかわらず

【別紙３】 
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活用業務であるフレッツ光サービスの営業活動が行われることのな

いよう、ＮＴＴ東西に対し、改めてその周知・徹底を図るよう要請し、

その履行状況について総務省への報告を求めるとともに、ＮＴＴ東西

による当該措置の運用状況について引き続き注視していく」こと、ま

た、「加入電話及びＩＮＳ６４の契約に関して得た加入者情報であっ

て、他事業者が利用できないものを用いた営業活動は、累次の活用業

務の認可条件である「加入者情報の乱用防止」等に抵触することから、

ＮＴＴ西日本の営業活動の適正性について引き続き注視していく」こ

ととされている。 

 

Ⅱ 移動体通信領域 

頁 案 修正後 

 …ウィルコム（０９年４月）からエリア限定… …ウィルコム（０９年４月）がエリア限定… 

15 
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30 

 

 

Ⅲ インターネット接続領域 

頁 案 修正後 

14 

 

23 

さらに、ＦＴＴＨサービスへの加入に際しては、固定電話料金の

低廉化やＦＴＴＨサービスとの一括請求メリットをもたらす０ＡＢ

Ｊ－ＩＰ電話とのセット提供が行われている。このセット提供は、

固定電話市場でのシェア減少の歯止めとなるとともに、ＦＴＴＨ市

場におけるＮＴＴ東西のシェア上昇に繋がっている可能性がある。

セット提供自体が直ちに競争上問題となるものではないが、設定さ

さらに、ＦＴＴＨサービスへの加入に際しては、固定電話料金の低

廉化やＦＴＴＨサービスとの一括請求メリットをもたらす０ＡＢＪ

－ＩＰ電話とのセット提供が行われている。セット提供自体は複数の

事業者が行っているが、高いシェアを有するＮＴＴ加入電話から０Ａ

ＢＪ－ＩＰ電話へのマイグレーションが進展する中で、固定電話市場

において存在しているＮＴＴ東西の市場支配力が、ＦＴＴＨ市場に対

8,000円（無料通信分6,000円）

タイプLL 14,600円（無料通信分11,000円） タイプLL バリュー 13,000円（無料通信分11,000円）

6,600円（無料通信分4,000円） タイプM バリュー

タイプリミット 4,200円（無料通信分2,200円） タイプリミット バリュー 2,600円（無料通信分2,200円）

5,000円（無料通信分4,000円）

タイプL 9,600円（無料通信分6,000円） タイプL バリュー

1,863円（無料通信分1,000円）

タイプS 4,600円（無料通信分2,000円） タイプS バリュー 3,000円（無料通信分2,000円）

ＮＴＴドコモ

タイプSS 3,600円（無料通信分1,000円） タイプSS バリュー

タイプM

事業者名
ベーシックプラン（販売奨励金あり） バリュープラン（販売奨励金なし）

プラン名 料金 プラン名 料金 プラン名 料金

ＮＴＴドコモ

タイプSS 3,600円（無料通信分1,000円） タイプSS バリュー

タイプM

事業者名
ベーシックプラン（販売奨励金あり） バリュープラン（販売奨励金なし）

プラン名 料金

タイプL 9,600円（無料通信分6,000円） タイプL バリュー 8,000円（無料通信分6,000円）

タイプLL

1,864円（無料通信分1,000円）

タイプS 4,600円（無料通信分2,000円） タイプS バリュー 3,000円（無料通信分2,000円）

14,600円（無料通信分11,000円） タイプLL バリュー 13,000円（無料通信分11,000円）

6,600円（無料通信分4,000円） タイプM バリュー

タイプリミット 4,200円（無料通信分2,200円） タイプリミット バリュー 2,600円（無料通信分2,200円）

5,000円（無料通信分4,000円）

6,195

4,900

6,615

3,517

4,305
4,032

4,206

3,150

5,775

4,095

525

300

525

997
525

1,785
1,785

1,785

1,050

1,396

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ＮＴＴ西日本

（１００Ｍ）

ケイ・オプティコム

（１００Ｍ）

ＫＤＤＩ

（１G）

ＮＴＴ東日本

（１００Ｍ）

ＵＳＥＮ

（１００Ｍ）
ＮＴＴ東日本

（４７Ｍ）

ソフトバンクＢＢ

（５０Ｍ）
イー・アクセス

（５０Ｍ）

Ｊ：ＣＯＭ

（４０Ｍ）
イッツコム

（３０Ｍ）

電話基本料

インターネット料金

（税込み料金）

ＦＴＴＨ（戸建て） ＦＴＴＨ（集合住宅） ＡＤＳＬ ＣＡＴＶインターネット

注(１)BB.exciteをＩＳＰとした場合 注（２）＠niftyをＩＳＰとした場合 注（３）au one netをISPとした場合 注（４）１６戸ユーザ以上の提供 注（５）ＩＰ電話基本料を含む

※電話基本料については、ＡＤＳＬはＮＴＴ３級局の場合、ＦＴＴＨは０ＡＢＪ－ＩＰ電話、ＣＡＴＶインターネットはＣＡＴＶ電話基本料（イッツコムはＫＤＤＩケーブルプラス電話）。

各種割引を考慮しない。 （出所）各社のウェブサイト

（１） （1）（4） （1） （5）（5） (2)（5）（3） （4）

6,195

4,900

6,615

3,517

4,305
4,032
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3,150

5,775

4,095
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300

525
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525

1,785
1,785

1,785

1,050

1,396

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ＮＴＴ西日本

（１００Ｍ）

ケイ・オプティコム

（１００Ｍ）

ＫＤＤＩ

（１G）

ＮＴＴ東日本

（１００Ｍ）

ＵＳＥＮ

（１００Ｍ）

ＮＴＴ東日本

（４７Ｍ）

ソフトバンクＢＢ

（５０Ｍ）

イー・アクセス

（５０Ｍ）

Ｊ：ＣＯＭ

（４０Ｍ）

イッツコム

（３０Ｍ）

電話基本料

インターネット料金

（税込み料金）

ＦＴＴＨ（戸建て） ＦＴＴＨ（集合住宅） ＡＤＳＬ ＣＡＴＶインターネット

注(１)BB.exciteをＩＳＰとした場合 注（２）＠niftyをＩＳＰとした場合 注（３）au one netをISPとした場合 注（４）１６戸ユーザ以上の提供 注（５）ＩＰ電話基本料を含む

※電話基本料については、ＡＤＳＬはＮＴＴ３級局の場合、ＦＴＴＨは０ＡＢＪ－ＩＰ電話、ＣＡＴＶインターネットはＣＡＴＶ電話基本料（イッツコムはＫＤＤＩケーブルプラス電話）。

各種割引を考慮しない。 （出所）各社のウェブサイト

（１） （1）（4） （1） （5）（5） (2)（5）（3） （4）
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れた価格水準等の提供条件について引き続き注視すべきである。 して影響を与える可能性があることから、設定された価格水準等の提

供条件について引き続き注視すべきである。 

また、ＦＴＴＨを利用した０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスについて

は、同じ事業者が提供する光アクセスサービスへの加入が必要とされ

ているが、こうした形でのセット提供は、０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービ

スの品質を確保する必要があるという側面はあるものの、消費者の選

択肢を狭める可能性にも留意する必要がある。 

23 

（脚注６） 

ＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営業面等で競争事業者に対し

て優位となる可能性について、「競争セーフガード制度に基づく検証

結果（２００８年度）の公表」（０９年２月２５日報道発表）におい

ては、加入電話移転・転居の手続の際のフレッツ光サービス営業の

指摘や顧客情報のフレッツ光サービス営業への利用のおそれ（意見

４８～５０）について、活用業務の認可の条件や実施の際の措置に

抵触するものでありＮＴＴ東西へのルールの周知・徹底、ＮＴＴ東

西の運用等の注視を行うこととされている。 

（脚注６） 

ＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営業面等で競争事業者に対し

て優位となる可能性について、「競争セーフガード制度に基づく検証

結果（２００８年度）の公表」（０９年２月２５日報道発表）におい

ては、加入電話移転・転居の手続の際のフレッツ光サービス営業の 

指摘や顧客情報のフレッツ光サービス営業への利用のおそれ（意見 

４８～５０）について、「１１６番への加入電話又はＩＮＳ６４の移

転申込みを行う加入者に対し、当該加入者からの問い合わせが無いに

もかかわらず活用業務であるフレッツ光サービスの営業活動が行わ

れることのないよう、ＮＴＴ東西に対し、改めてその周知・徹底を図

るよう要請し、その履行状況について総務省への報告を求めるととも

に、ＮＴＴ東西による当該措置の運用状況について引き続き注視して

いく」こと、また、「加入電話及びＩＮＳ６４の契約に関して得た加

入者情報であって、他事業者が利用できないものを用いた営業活動

は、累次の活用業務の認可条件である「加入者情報の流用防止」等に

抵触することから、ＮＴＴ西日本の営業活動の適正性について引き続

き注視していく」こととされている。 

75 

このような中、ＦＴＴＨサービスへの加入に際しては、固定電話

料金の低廉化やＦＴＴＨサービスとの一括請求メリットをもたらす

０ＡＢＪ－ＩＰ電話とのセット提供が行われている。セット提供自

このような中、ＦＴＴＨサービスへの加入に際しては、固定電話 

料金の低廉化やＦＴＴＨサービスとの一括請求メリットをもたらす

０ＡＢＪ－ＩＰ電話とのセット提供が行われている。セット提供自 
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体は複数の事業者が行っているが、ＮＴＴ東西が高いシェアを有す

るＮＴＴ加入電話から０ＡＢＪ－ＩＰ電話へのマイグレーションが

進展することにより、固定電話市場において存在しているＮＴＴ東

西の市場支配力が、ブロードバンド市場に対して影響を与える可能

性があることから、設定された価格水準等の提供条件の適切性等に

ついて注視すべきである。 

体は複数の事業者が行っているが、高いシェアを有するＮＴＴ加入電

話から０ＡＢＪ－ＩＰ電話へのマイグレーションが進展するなかで、

固定電話市場において存在しているＮＴＴ東西の市場支配力が、ＦＴ

ＴＨ市場に対して影響を与える可能性があることから、設定された価

格水準等の提供条件の適切性等について注視すべきである。 

また、ＦＴＴＨを利用した０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスについて

は、同じ事業者が提供する光アクセスサービスへの加入が必要とされ

ているが、こうした形でのセット提供は、０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービ

スの品質を確保する必要があるという側面はあるものの、消費者の選

択肢を狭める可能性にも留意する必要がある。 

82 

９ 九州 ９ 九州 

 

 

 

 

ＮＴＴ西日本

８０．８万

69%

ＱＴＮｅｔ

２５．１万

22%

ＵＳＥＮ

３．３万

3%

その他

７．１万

6%
ＮＴＴ西日本

２５．１万

61%

ＱＴＮｅｔ

９．７万

23%

ＵＳＥＮ

３．２万

8%

その他

３．５万

8%

【集合住宅市場】

ＮＴＴ西日本

５５．７万

78%

ＱＴＮｅｔ

１５．４万

21%

その他

０．５万

1%

【戸建て住宅市場】

０８年１２月末

契約回線数 １１３．０万

０８年１２月末

契約回線数 ７１．５万

０８年１２月末

契約回線数 ４１．５万

【ＦＴＴＨ市場全体】
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８０．８万
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ＱＴＮｅｔ

２５．１万

22%

ＵＳＥＮ

３．３万

3%

その他

７．１万

6%
ＮＴＴ西日本

２５．１万

61%

ＱＴＮｅｔ

９．７万

23%

ＵＳＥＮ

３．２万

8%

その他

３．５万

8%

【集合住宅市場】

ＮＴＴ西日本

５５．７万

78%

ＱＴＮｅｔ

１５．４万

21%

その他

０．５万

1%

【戸建て住宅市場】

０８年１２月末

契約回線数 １１３．０万

０８年１２月末

契約回線数 ７１．５万

０８年１２月末

契約回線数 ４１．５万

【ＦＴＴＨ市場全体】
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Ⅳ 法人向けネットワークサービス領域 

頁 案 修正後 

６  …広域イーサネットが５４者である。（０８年９月末）。 …広域イーサネットが５４者である。（０８年９月末） 

 

Ⅴ 新サービスの市場競争への影響に関する分析 

頁 案 修正後 

10 

そこで、各要素に対する利用者の効用値を相対的に比較すること

を目的に、２００９年３月に実施したＷｅｂアンケート調査（サン

プルは本調査１０００名）の結果を利用し、多数の属性の効用値の相

対的な差異を効率良く分析することが可能な Sawtooth Software 社

のＡＣＡ（Adaptive Conjoint Analysis）を用いたコンジョイント分

析を行った。 

そこで、各要素に対する利用者の効用値を相対的に比較すること

を目的に、２００９年３月に実施したＷｅｂアンケート調査（サン

プルは本調査から得られた、「通信サービスを一括して利用すること

について利用意向を持つ１０００名」）の結果を利用し、多数の属性

の効用値の相対的な差異を効率良く分析することが可能な Sawtooth 

Software 社のＡＣＡ（Adaptive Conjoint Analysis）を用いたコン

ジョイント分析 を行った。 

16 

（脚注８） 

本章での分析においては、本テスト１０００名とプレテスト参加者

１００名の中の有効回答者９７８名をサンプルとしている。 

（脚注８） 

本章での分析においては、本テスト調査から得られた通信サービ

スを一括して利用することについて利用意向を持つ１０００名とプ

レテスト参加者１００名の中の有効回答者９７８名をサンプルとし

ている。 

18 

アンケート調査結果について、京都大学依田高典教授研究室の協

力を得て、ＦＭＣ型サービスの影響についての計量分析を行った。

分析に当たっては、個々の回答者の選好の多様性を表現することが

可能である混合ロジット（Mixed Logit）モデルを用いた（推計モデ

ルの詳細等については【参考○】を参照）。 

アンケート調査結果について、京都大学依田高典教授研究室の協

力を得て、ＦＭＣ型サービスの影響についての計量分析を行った。

分析に当たっては、個々の回答者の選好の多様性を表現することが

可能である混合ロジット（Mixed Logit）モデルを用いた。 

20 
（脚注１０） 

なお、ブランドをある程度統一しているか否か、利用中のキャリ

（脚注１０） 

なお、ブランドをある程度統一しているか否か、利用中のキャリ
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アの相違など回答者の属性によって、分析結果がある程度異なる結

果を得た（詳細等については【参考○】を参照）。利用者の属性によ

ってＦＭＣ型サービスから得られる便益水準が異なる場合もあり得

る点には留意が必要である。 

アの相違など回答者の属性によって、分析結果がある程度異なる結

果を得た。利用者の属性によってＦＭＣ型サービスから得られる便

益水準が異なる場合もあり得る点には留意が必要である。 

23 

バンドルサービスが市場において果たしている役割、利用者の利

便や意識等を把握するため、通信サービスを一括して利用することに

ついて利用意向を持つ個人を対象としたＷｅｂアンケート調査を２

００９年３月に実施した。 

バンドルサービスが市場において果たしている役割、利用者の利

便や意識等を把握するため、Ｗｅｂアンケート調査を２００９年３

月に実施し、通信サービスを一括して利用することについて利用意

向を持つ１０００サンプルについて分析を行った。 

以上 


